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近代美術館 贋作事案における購入先との合意について 

 

 

１ 合意の概要 

徳島県と株式会社桂フランスは、平成１１年１月１１日付け購入契約を解除する 

ことで合意した。 

  県に 6,720 万円を返還する。 

  県は絵画を返還する。 

 

２ 合意の履行 

  令和７年１０月２０日 合意書の締結 

令和７年１０月２２日 県の収入を確認 

令和７年１１月１８日 絵画を返還 

 

 

※参考 

  絵画の概要 

   作 品 名 自転車乗り 

   購入年度 平成１０年度 

   購入金額 6,720 万円 

   

これまでの経緯 

令和６年６月     贋作の疑いが発覚し、調査開始 

令和６年７月      所蔵作品展での展示取りやめを公表 

令和７年３月     贋作であると判断し公表 

令和７年５月～６月   事案の概要を説明するために報告展示を実施 

令和７年７月～１０月 科学調査 

   


